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北関東３労働局一斉建設工事現場監督指導実施結果について 

    ― 工事現場の約半数で労働安全衛生等に係る法違反が認められた ― 

 

 茨城労働局、群馬労働局及び栃木労働局の北関東３労働局（以下「３局」といいます。）では、平

成２５年１２月２日から１２月１３日までの間、建設工事現場への一斉監督指導を実施しました。 

年末年始は寒さが厳しくなり、また、気忙しくなること等から、労働災害が特に発生しやすい時期

であるため、重篤な労働災害の防止に向けて監督指導を実施したものです。 

本監督指導の実施結果は、別紙１「北関東３局一斉建設現場監督実施結果」のとおりです。 

 

［監督指導実施結果の概要］ 

○監督指導実施工事現場数 

栃木労働局及び管下７箇所の労働基準監督署が監督指導を実施した工事現場数：１０８箇所 

（下請業者を含めた全業者数は４３８件） 

（参考）３局合計：５３０箇所（下請業者を含めた全業者数は２，２０２件） 

○法令違反の状況 

〈栃木労働局〉 

１０８箇所の工事現場のうち、何らかの労働安全衛生等に係る法令違反が認められた現場：７０

箇所（６４．８％、下請業者を含めた全業者数１８３件） 

１０８箇所の工事現場のうち、高所作業において墜落防止措置（手すりを設置する等）が講じら

れていないなど、重篤な労働災害につながるおそれがあるとして、設備の使用停止命令等の行政処

分を行った工事現場：１６箇所（１４．８％、下請業者を含めた全業者数２９件） 

〈３局合計〉（参考） 

３局合計５３０箇所の工事現場のうち、何らかの労働安全衛生等に係る法令違反が認められた現

場：２８４箇所（５３．６％、全業者数は６０２件） 

設備の使用停止命令等の行政処分を行った工事現場：５６箇所（１０．６％、下請業者を含めた

全業者数１０１件） 

平成２５年１２月２７日 

【照会先】 

 栃木労働局監督課 

  監督課長   西本 直哉 

担当     五十嵐 理夫 

 （電話）０２８（６３４）９１１５ 

 （FAX）０２８（６３２）６５８５ 
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北関東３局一斉建設工事現場監督実施結果 

１ 労働局別法令違反等率の状況 

  ３労働局別の各種違反率等は第１図のとおりです。 

  栃木労働局管内は、工事現場違反率が３労働局の中で最も高くなっています。 

 

 ＊工事現場違反率（何らかの法令違反が認められた現場 ÷ 全工事現場数） 

 ＊使用停止等命令現場率（使用停止等の行政処分を行った工事現場数 ÷ 全工事現場数） 

 

２ 工事現場における法令違反の具体的事例 

（１）墜落防止措置関係 

  ○ 建築中の建物の床等に深さ２ｍ以上の開口部があるのに、その周囲に囲いが無かったり、安

全ネットが張られていなかったもの。 

  ○ 建設工事現場の仮設足場に手すりが設置されていなかったり、手すりが取り外されたままに

なっていたもの。 

  ○ 高さ２ｍ以上の、手すり等を設けることが難しい場所で、労働者に墜落の危険があるのに、

安全帯等を使用させていなかったもの。 

（２）車両系建設機械の危険防止措置関係 

  ○ 誘導者を配置しないで、ドラグ・ショベル等の車両系建設機械の作業半径内や車両系建設機

械の前後に労働者を立ち入らせて作業させ、労働者に接触の危険があったもの。 

  ○ ドラグ・ショベル等の車両系建設機械について、年に一度の法定検査を実施していなかった

もの。 

（３） 工事現場全体の安全衛生管理関係 

  ○ 元請業者が、下請業者や下請業者の労働者に対し、労働安全衛生法等の法令に違反しないよ

うにするために必要な指導を怠っていたもの。 

  ○ 元請業者が、下請業者を統括して、安全衛生管理活動を推進するための安全衛生協議会を定

期的に開催していなかったもの。 

 

別紙１ 



  

 

３ 栃木労働局の取組 

  栃木労働局においては、全産業を対象に、平成２５年１２月１５日から平成２６年１月１５日ま

での間「年末年始無災害運動」に取り組んでいるところです。 

 

（参考） 建設業における労働災害発生状況 

１ 全国の建設業における労働災害発生件数（休業４日以上）は、増加傾向にあり、死亡者数は、前

年度に比べ減少したものの高止まりの状況にあります。（第２図参照） 

 

 

２ 栃木労働局における労働災害発生件数（休業４日以上）は増加傾向にありますが、死亡者数は、

減少傾向にあります。（第３図参照） 

 



  

 

 



  

 

 


